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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動発生源から発生される周期性信号に対して該周期性信号に同期する適応信号を加え
ることにより、前記周期性信号が所定の伝達経路を経由して対象評価点に及ぼす影響を能
動的に低減する周期性信号の適応制御装置であって、
　前記所定の伝達経路は、第１伝達経路及び前記第１伝達経路と異なる第２伝達経路を含
み、
　前記周期性信号のうち特定周波数成分の角振動数に基づき、第１振幅フィルタ係数及び
第１位相フィルタ係数を構成成分に含む前記適応信号を前記第１伝達経路中に発生させる
適応信号発生部と、
　前記第１伝達経路中のうち前記適応信号発生部と前記対象評価点との間に位置する第１
観測点において、前記周期性信号に対して前記適応信号を所定の第１伝達特性を介して加
えることにより生じる第１の残差を検出する第１残差検出部と、
　少なくとも前記角振動数に応じた振幅目標値を含む前記第１観測点の周期性の残差目標
値であって、前記角振動数および前記第２伝達経路の伝達特性に基づき前記残差目標値を
設定する観測点目標値設定部と、
　前記角振動数、前記第１の残差及び前記残差目標値に基づき前記第１振幅フィルタ係数
及び前記第１位相フィルタ係数を更新する第１フィルタ係数更新部と、
　を備えることを特徴とする周期性信号の適応制御装置。
【請求項２】
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　前記残差目標値は、前記角振動数に応じた位相目標値を含む請求項１記載の周期性信号
の適応制御装置。
【請求項３】
　前記角振動数に基づき前記第１伝達特性の伝達関数の推定値を算出する第１推定伝達関
数算出部をさらに備え、
　前記適応信号発生部は、式（１）に従って得られる前記適応信号を前記第１伝達経路中
に発生させ、
　前記第１フィルタ係数更新部は、前記角振動数、前記第１の残差、前記第１伝達関数推
定値、及び、前記残差目標値に基づき、式（２）（３）（４）又は式（５）（６）（７）
に従って式（１）における前記第１振幅フィルタ係数及び前記第１位相フィルタ係数を更
新する請求項１記載の周期性信号の適応制御装置。
【数１】

【数２】

【数３】

【請求項４】
　前記角振動数に基づき前記第１伝達特性の伝達関数の推定値を算出する第１推定伝達関
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数算出部をさらに備え、
　前記適応信号発生部は、式（８）に従って得られる前記適応信号を前記第１伝達経路中
に発生させ、
　前記第１フィルタ係数更新部は、前記角振動数、前記第１の残差、前記第１伝達関数推
定値、及び、前記残差目標値に基づき、式（９）（１０）（１１）又は式（１２）（１３
）（１４）に従って式（８）における前記第１振幅フィルタ係数及び前記第１位相フィル
タ係数を更新する請求項２記載の周期性信号の適応制御装置。
【数４】

【数５】

【数６】

【請求項５】
　前記観測点目標値設定部は、前記角振動数に応じた前記振幅目標値を予め記憶し、前記
振動発生源から実際に発生される前記周期性信号の前記角振動数に基づき前記振幅目標値
を設定する請求項１～４の何れか一項に記載の周期性信号の適応制御装置。
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【請求項６】
　前記観測点目標値設定部は、
　前記角振動数に基づき、第２振幅フィルタ係数及び第２位相フィルタ係数を構成成分に
含む式（１５）に従って得られる仮想適応信号を前記第２伝達経路中に仮想的に発生させ
る仮想適応信号発生部と、
　前記第２伝達経路中の第２観測点において前記周期性信号に基づき生じる第２観測点振
動を検出する振動検出部と、
　前記仮想適応信号及び前記第２観測点振動に基づき、仮想観測点において前記周期性信
号に対して前記仮想適応信号を所定の仮想伝達特性を介して仮想的に加えることにより生
じる仮想残差を検出する仮想残差検出部と、
　前記角振動数に基づき前記仮想伝達特性の伝達関数の推定値を算出する仮想伝達関数推
定部と、
　前記角振動数、前記仮想残差及び前記仮想伝達関数推定値に基づき、式（１６）（１７
）又は式（１８）（１９）に従って式（１５）における前記第２振幅フィルタ係数及び前
記第２位相フィルタ係数を更新する第２フィルタ係数更新部と、
　更新された前記第２振幅フィルタ係数を式（２０）に従って前記振幅目標値に設定する
更新目標値設定部と、
　を備える請求項１～４の何れか一項に記載の周期性信号の適応制御装置。
【数７】

【数８】

【数９】
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【数１０】

【請求項７】
　前記観測点目標値設定部は、前記第２伝達経路の伝達特性に基づき前記位相目標値を設
定する請求項２又は４に記載の周期性信号の適応制御装置。
【請求項８】
　前記観測点目標値設定部は、前記角振動数に応じた前記位相目標値を予め記憶し、前記
振動発生源から実際に発生される前記周期性信号の前記角振動数に基づき前記位相目標値
を設定する請求項７記載の周期性信号の適応制御装置。
【請求項９】
　前記観測点目標値設定部は、
　前記角振動数に基づき、第２振幅フィルタ係数及び第２位相フィルタ係数を構成成分に
含む式（２１）に従って得られる仮想適応信号を前記第２伝達経路中に仮想的に発生させ
る仮想適応信号発生部と、
　前記第２伝達経路中の第２観測点において前記周期性信号に基づき生じる第２観測点振
動を検出する振動検出部と、
　前記仮想適応信号及び前記第２観測点振動に基づき、仮想観測点において前記周期性信
号に対して前記仮想適応信号を所定の仮想伝達特性を介して仮想的に加えることにより生
じる仮想残差を検出する仮想残差検出部と、
　前記角振動数に基づき前記仮想伝達特性の伝達関数の推定値を算出する仮想伝達関数推
定部と、
　前記角振動数、前記仮想残差及び前記仮想伝達関数推定値に基づき、式（２２）（２３
）又は式（２４）（２５）に従って式（２１）における前記第２振幅フィルタ係数及び前
記第２位相フィルタ係数を更新する第２フィルタ係数更新部と、
　更新された前記第２位相フィルタ係数を式（２６）に従って前記位相目標値に設定する
更新目標値設定部と、
　を備える請求項７記載の周期性信号の適応制御装置。

【数１１】
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【数１２】

【数１３】

【数１４】

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、振動発生源から発生される周期性信号に対して該周期性信号に同期する適応
信号を加えることにより、周期性信号が対象評価点に及ぼす影響を能動的に除去し、対象
評価点における振動を低減する周期性信号の適応制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、適応制御装置に関しては、例えば、特開２００５－３０９６６２号公報に開示さ
れたものがある。当該公報には、振動発生源から発生される信号に対して、適応信号を加
えた場合の差分演算値をゼロにするようにすることが記載されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このような差分演算値をゼロにするような適応制御装置によれば、確かに、振動発生源
から対象評価点までの伝達経路が一つのみの場合には、対象評価点における振動をゼロに
するようにすることができる。
【０００４】
　しかし、振動発生源から対象評価点までの伝達経路が複数存在する場合に、複数の伝達
経路のうち一の伝達経路の振動に対して適応制御装置を適用すると、以下のような問題が
生じる。
【０００５】
　第１に、仮に適応制御を適用しない場合には、複数の伝達経路を介して伝達された振動
が、相互に打ち消し合うことで、結果的に対象評価点における振動が低減することがある
。このような場合に、一の伝達経路に対して適応制御装置を適用すると、一の伝達経路の
振動は低減するため、他の伝達経路の振動を打ち消すように作用しない。その結果、却っ
て対象評価点における振動が大きくなるおそれがある。
【０００６】
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　第２に、複数の伝達経路を介して伝達される振動が、それぞれ周波数毎に対象評価点へ
の寄与の割合が異なることがある。例えば、一の伝達経路に対して適応制御装置を適用す
る場合に、当該一の伝達経路の振動の寄与が高い周波数においては、対象評価点における
振動を大きく低減することができる。しかし、他の周波数帯においては、一の伝達経路に
対して適用制御装置を適用したとしても、対象評価点における振動をそれほど低減するこ
とができない場合がある。そうすると、周波数毎に振動の低減量が異なるため、周波数の
変化に対して振動の変化割合が大きくなることがある。つまり、振動の山谷のギャップが
大きくなる。このような変化は、人にとって違和感を受ける。
【０００７】
　また、近年、振動・騒音などを利用して音色作りが注目されている。しかし、従来の適
応制御装置を適用すると、対象評価点における振動・騒音をゼロにするようにしているの
で、音色作りを行う際には新たに振動を発生させることが必要となる。そのため、エネル
ギー効率が非常に悪い。
【０００８】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、周期性信号に対して適応信号
を加えた場合に、その残差が意図的にゼロにならないようにすることができる周期性信号
の適応制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の周期性信号の適応制御装置は、振動発生源から発生される周期性信号に対して
該周期性信号に同期する適応信号を加えることにより、周期性信号が所定の伝達経路を経
由して対象評価点に及ぼす影響を能動的に低減する周期性信号の適応制御装置である。こ
こで、所定の伝達経路は、第１伝達経路及び前記第１伝達経路と異なる第２伝達経路を含
む。そして、周期性信号の適応制御装置は、周期性信号のうち特定周波数成分の角振動数
に基づき、第１振幅フィルタ係数及び第１位相フィルタ係数を構成成分に含む適応信号を
第１伝達経路中に発生させる適応信号発生部と、第１伝達経路中のうち適応信号発生部と
対象評価点との間に位置する第１観測点において、周期性信号に対して適応信号を所定の
第１伝達特性を介して加えることにより生じる第１の残差を検出する第１残差検出部と、
少なくとも角振動数に応じた振幅目標値を含む第１観測点の周期性の残差目標値であって
、角振動数および第２伝達経路の伝達特性に基づき残差目標値を設定する観測点目標値設
定部と、角振動数、第１の残差及び残差目標値に基づき第１振幅フィルタ係数及び第１位
相フィルタ係数を更新する第１フィルタ係数更新部とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の周期性信号の適応制御装置によれば、周期性の残差目標値を用いて第１振幅フ
ィルタ係数及び第１位相フィルタ係数を更新している。そして、更新された各フィルタ係
数を用いた適応信号が発生される。つまり、第１観測点における残差をゼロにするのでは
なく、第１観測点における残差が残差目標値になるように、適応信号発生部が適応信号を
発生している。ここで、残差目標値は、振幅目標値を振幅とする周期性の信号である。従
って、振動発生源から対象評価点までの伝達経路が複数存在する場合に、却って対象評価
点における振動が大きくなることを抑制することができ、且つ、振動の山谷のギャップを
小さくすることができる。さらに、音色作りを行う際に、残差目標値に相当する信号を利
用することができるので、エネルギー効率が向上する。
【００１１】
　また、残差目標値は、角振動数に応じた位相目標値を含むようにしてもよい。すなわち
、この場合の残差目標値は、角振動数に応じた振幅目標値及び位相目標値を含むことにな
る。つまり、第１観測点における残差目標値の位相が、振動発生源から発生される周期性
信号の位相に対して異ならせることができる。
【００１２】
　例えば、振動発生源から対象評価点までの伝達経路が複数存在する場合に、一の伝達経
路を介して伝達された振動の位相と、他の伝達経路を介して伝達された振動の位相とは、
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生した場合に、一の伝達経路における第１観測点の残差の位相が、他の伝達経路を介して
伝達される振動の位相に一致させることが最も望ましい。そこで、残差目標値に位相目標
値を含ませることで、第１観測点における残差の位相を適宜調整することができる。従っ
て、確実に、複数の伝達経路が存在する場合に、対象評価点における振動を抑制するよう
に制御できる。
【００１３】
　ここで、残差目標値に振幅目標値を含む場合には、第１フィルタ係数更新部による第１
振幅フィルタ係数及び第１位相フィルタ係数の更新は、以下のようにするとよい。
【００１４】
　すなわち、本発明の周期性信号の適応制御装置は、角振動数に基づき第１伝達特性の伝
達関数の推定値を算出する第１推定伝達関数算出部をさらに備え、適応信号発生部は、式
（１）に従って得られる適応信号を第１伝達経路中に発生させ、第１フィルタ係数更新部
は、角振動数、第１の残差、第１伝達関数推定値、及び、残差目標値に基づき、式（２）
（３）（４）又は式（５）（６）（７）に従って式（１）における第１振幅フィルタ係数
及び第１位相フィルタ係数を更新する。
【００１５】
【数１】

【００１６】
【数２】

【００１７】
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【数３】

【００１８】
　ここで、第１振幅フィルタ係数及び第１位相フィルタ係数の更新に際して、式（２）（
３）（４）に従って更新する場合と、式（５）（６）（７）に従って更新する場合とがあ
るが、これらは何れも収束性はほとんど変わらない。しかし、第１位相フィルタ係数の更
新式（３）には、第１伝達特性Ｇ１の伝達関数の推定値Ｇｈ１の振幅成分Ａｈ１及び第１
振幅フィルタ係数ａ１ｎが含まれていない。一方、第１位相フィルタ係数の更新式（６）
には、第１伝達特性Ｇ１の伝達関数の推定値Ｇｈ１の振幅成分Ａｈ１及び第１振幅フィル
タ係数ａ１ｎが含まれている。従って、第１位相フィルタ係数の更新に際して、式（３）
を用いる場合には、式（６）を用いる場合に比べて、演算負荷を低減できる。その結果、
演算処理能力の低いマイクロコンピュータを用いることができ、低コスト化を図ることが
できる。
【００１９】
　また、残差目標値に振幅目標値及び位相目標値を含む場合には、第１フィルタ係数更新
部による第１振幅フィルタ係数及び第１位相フィルタ係数の更新は、以下のようにすると
よい。
【００２０】
　すなわち、本発明の周期性信号の適応制御装置は、角振動数に基づき第１伝達特性の伝
達関数の推定値を算出する第１推定伝達関数算出部をさらに備え、適応信号発生部は、式
（８）に従って得られる適応信号を第１伝達経路中に発生させ、第１フィルタ係数更新部
は、角振動数、第１の残差、第１伝達関数推定値、及び、残差目標値に基づき、式（９）
（１０）（１１）又は式（１２）（１３）（１４）に従って式（８）における第１振幅フ
ィルタ係数及び第１位相フィルタ係数を更新する。
【００２１】
【数４】

【００２２】
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【数５】

【００２３】
【数６】

【００２４】
　ここで、第１振幅フィルタ係数及び第１位相フィルタ係数の更新に際して、式（９）（
１０）（１１）に従って更新する場合と、式（１２）（１３）（１４）に従って更新する
場合とがあるが、これらは何れも収束性はほとんど変わらない。しかし、第１位相フィル
タ係数の更新式（１０）には、第１伝達特性Ｇ１の伝達関数の推定値Ｇｈ１の振幅成分Ａ
ｈ１及び第１振幅フィルタ係数ａ１ｎが含まれていない。一方、第１位相フィルタ係数の
更新式（１３）には、第１伝達特性Ｇ１の伝達関数の推定値Ｇｈ１の振幅成分Ａｈ１及び
第１振幅フィルタ係数ａ１ｎが含まれている。従って、第１位相フィルタ係数の更新に際
して、式（１０）を用いる場合には、式（１３）を用いる場合に比べて、演算負荷を低減
できる。その結果、演算処理能力の低いマイクロコンピュータを用いることができ、低コ
スト化を図ることができる。
【００２５】
　また、本発明において、観測点目標値設定部は、第２伝達経路の伝達特性に基づき振幅
目標値を設定している。これにより、第２伝達経路を介して対象評価点に伝達された振動
に対して、第１伝達経路中の第１観測点における残差の振幅を適切に調整することができ
る。従って、第２伝達経路を介して伝達された振動に対して相互に打ち消し合うようにす
ることができ、結果として対象評価点における振動を低減することができる。
【００２６】
　そして、第２伝達経路の伝達特性に基づき振幅目標値を設定する場合には、以下の２通
りがある。
【００２７】
　振幅目標値を設定する第１番目の手段は、観測点目標値設定部は、角振動数に応じた振
幅目標値を予め記憶し、振動発生源から実際に発生される周期性信号の角振動数に基づき
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振幅目標値を設定するようにする。つまり、予め角振動数毎の振幅目標値をマップなどと
して記憶しておき、周期性信号の角振動数のみに基づき振幅目標値が設定される。これに
より、非常に高速に振幅目標値を設定することができる。
【００２８】
　また、振幅目標値を設定する第２番目の手段は、適応的に振幅目標値を設定する方法で
ある。この第２番目の手段は、以下の通りである。すなわち、観測点目標値設定部は、角
振動数に基づき、第２振幅フィルタ係数及び第２位相フィルタ係数を構成成分に含む式（
１５）に従って得られる仮想適応信号を第２伝達経路中に仮想的に発生させる仮想適応信
号発生部と、第２伝達経路中の第２観測点において周期性信号に基づき生じる第２観測点
振動を検出する振動検出部と、仮想適応信号及び第２観測点振動に基づき、仮想観測点に
おいて周期性信号に対して仮想適応信号を所定の仮想伝達特性を介して仮想的に加えるこ
とにより生じる仮想残差を検出する仮想残差検出部と、角振動数に基づき仮想伝達特性の
伝達関数の推定値を算出する仮想伝達関数推定部と、角振動数、仮想残差及び仮想伝達関
数推定値に基づき、式（１６）（１７）又は式（１８）（１９）に従って式（１５）にお
ける第２振幅フィルタ係数及び第２位相フィルタ係数を更新する第２フィルタ係数更新部
と、更新された第２振幅フィルタ係数を式（２０）に従って振幅目標値に設定する更新目
標値設定部と、を備える。
【００２９】
【数７】

【００３０】
【数８】

【００３１】
【数９】

【００３２】
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【数１０】

【００３３】
　このように振幅目標値を適応的に設定することで、より高精度に、第２伝達特性に応じ
た振幅目標値とすることができる一方、演算処理の高速化が要求される。
【００３４】
　また、振動発生源から対象評価点までの所定の伝達経路が、第１伝達経路及び第１伝達
経路と異なる第２伝達経路を含む場合に、観測点目標値設定部は、第２伝達経路の伝達特
性に基づき位相目標値を設定するようにするとよい。これにより、第２伝達経路を介して
対象評価点に伝達された振動に対して、第１伝達経路中の第１観測点における残差の位相
を適切に調整することができる。従って、第２伝達経路を介して伝達された振動に対して
相互に打ち消し合うようにすることができ、結果として対象評価点における振動を低減す
ることができる。
【００３５】
　そして、第２伝達経路の伝達特性に基づき位相目標値を設定する場合には、以下の２通
りがある。
【００３６】
　位相目標値を設定する第１番目の手段は、観測点目標値設定部は、角振動数に応じた位
相目標値を予め記憶し、振動発生源から実際に発生される周期性信号の角振動数に基づき
位相目標値を設定するようにする。つまり、予め角振動数毎の位相目標値をマップなどと
して記憶しておき、周期性信号の角振動数のみに基づき位相目標値が設定される。これに
より、非常に高速に位相目標値を設定することができる。
【００３７】
　また、位相目標値を設定する第２番目の手段は、適応的に位相目標値を設定する方法で
ある。この第２番目の手段は、以下の通りである。すなわち、観測点目標値設定部は、角
振動数に基づき、第２振幅フィルタ係数及び第２位相フィルタ係数を構成成分に含む式（
２１）に従って得られる仮想適応信号を第２伝達経路中に仮想的に発生させる仮想適応信
号発生部と、第２伝達経路中の第２観測点において周期性信号に基づき生じる第２観測点
振動を検出する振動検出部と、仮想適応信号及び第２観測点振動に基づき、仮想観測点に
おいて周期性信号に対して仮想適応信号を所定の仮想伝達特性を介して仮想的に加えるこ
とにより生じる仮想残差を検出する仮想残差検出部と、角振動数に基づき仮想伝達特性の
伝達関数の推定値を算出する仮想伝達関数推定部と、角振動数、仮想残差及び仮想伝達関
数推定値に基づき、式（２２）（２３）又は式（２４）（２５）に従って式（２１）にお
ける第２振幅フィルタ係数及び第２位相フィルタ係数を更新する第２フィルタ係数更新部
と、更新された第２位相フィルタ係数を式（２６）に従って位相目標値に設定する更新目
標値設定部と、を備える。
【００３８】

【数１１】

【００３９】
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【数１２】

【００４０】

【数１３】

【００４１】
【数１４】

【００４２】
　このように位相目標値を適応的に設定することで、より高精度に、第２伝達特性に応じ
た位相目標値とすることができる一方、演算処理の高速化が要求される。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明の周期性信号の適応制御装置によれば、周期性信号に対して適応信号を加えた場
合に、その残差が意図的にゼロにならないようにすることができる。従って、振動発生源
から対象評価点までの伝達経路が複数存在する場合に、却って対象評価点における振動が
大きくなることを抑制することができ、且つ、振動の山谷のギャップを小さくすることが
できる。さらに、音色作りを行う際に、残差目標値に相当する信号を利用することができ
るので、エネルギー効率が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　次に、実施形態を挙げ、本発明をより詳しく説明する。
【００４５】
　（１）周期性信号の適応制御装置１の概略説明
　周期性信号の適応制御装置１（以下、「適応制御装置」という）の概略について、図１
～図３を参照して説明する。図１は、第１実施形態及び第２実施形態の周期性信号の適応
制御装置１のブロック図を示す。図２は、位相目標値を設定していない場合について説明
する図である。図３は、位相目標値を設定した場合について説明する図である。
【００４６】
　まずは、適応制御装置１を機能させていない場合について説明する。振動発生源２から
周期性信号ｆが発生される。この周期性信号ｆは、対象評価点３まで伝達される。そして
、振動発生源２から対象評価点３までの伝達経路は、第１伝達経路４と第２伝達経路５と
が存在する。
【００４７】
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　そして、適応制御装置１を機能させた場合には、次のようになる。適応制御装置１は、
第１伝達経路４中に適応信号ｙ１ｎを発生させている。そして、発生された適応信号ｙ１

ｎは、第１伝達特性Ｇ１を介することで、信号ｚ１ｎとなり、当該信号ｚ１ｎを周期性信
号成分ｄ１に合成させる。ここで、適応制御装置１は、第１観測点７における残差ｅ１ｎ

が後述する残差目標値etargetnに一致するようにされる。なお、第１観測点７は、第１伝
達経路中のうち後述する適応信号発生部１１と対象評価点３との間に位置する。
【００４８】
　次に、対象評価点３における信号レベルをゼロにすることを目標とした場合に、適応制
御装置１がどのような適応信号ｙｎを発生させるべきかについて、図２及び図３を参照し
ながら説明する。
【００４９】
　図２及び図３において、第１伝達経路４を介して伝達される周期性信号成分ｄ１（以下
、「第１伝達信号成分」という）を太実線により示し、第２伝達経路５を介して伝達され
る周期性信号成分ｄ２（以下、「第２伝達信号成分」という）を太破線により示す。そし
て、適応制御装置１が発生する適応信号ｙｎが第１伝達特性Ｇ１を介した信号ｚ１ｎ（以
下、「適応伝達信号」という）を細実線により示し、第１観測点７における残差ｅ１ｎを
細一点鎖線により示す。
【００５０】
　図２においては、第１伝達信号成分ｄ１は、第２伝達信号成分ｄ２に対して、振幅が約
３倍であり、位相が１８０度異なる信号成分からなる。このような場合に、対象評価点３
における信号レベルをゼロにするためには、第１観測点７における残差ｅ１ｎを、第２伝
達信号成分ｄ２に対して、振幅が同一であり、位相が１８０度異なる信号成分にするとよ
い。そして、第１観測点７における残差ｅ１ｎは、第１伝達信号成分ｄ１と適応伝達信号
ｚ１ｎとの合成信号であるので、適応伝達信号ｚ１ｎは、第１観測点７における残差ｅ１

ｎから第１伝達信号成分ｄ１を減算した信号となる。
【００５１】
　この場合の適応伝達信号ｚ１ｎは、第１伝達信号成分ｄ１に対して、振幅が約３分の２
であり、位相が１８０度異なる信号成分からなる。そして、適応制御装置１は、第１伝達
特性Ｇ１を介した信号が上記のような適応伝達信号ｚ１ｎとなるような適応信号ｙ１ｎを
発生させるとよい。
【００５２】
　図３においては、第１伝達信号成分ｄ１は、第２伝達信号成分ｄ２に対して、振幅が約
３倍であり、位相が９０度異なる信号成分からなる。このような場合に、対象評価点３に
おける信号レベルをゼロにするためには、第１観測点７における残差ｅ１ｎを、第２伝達
信号成分ｄ２に対して、振幅が同一であり、位相が１８０度異なる信号成分にするとよい
。そして、第１観測点７における残差ｅ１ｎは、第１伝達信号成分ｄ１と適応伝達信号ｚ
１ｎとの合成信号であるので、適応伝達信号ｚ１ｎは、第１観測点７における残差ｅ１ｎ

から第１伝達信号成分ｄ１を減算した信号となる。
【００５３】
　この場合の適応伝達信号ｚ１ｎは、第１伝達信号成分ｄ１に対して、振幅が僅かに大き
くなり、位相が１８０度より僅かに大きな角度異なる信号成分からなる。そして、適応制
御装置１は、第１伝達特性Ｇ１を介した信号が上記のような適応伝達信号ｚ１ｎとなるよ
うな適応信号ｙ１ｎを発生させるとよい。
【００５４】
　（２）第１実施形態の適応制御装置１の詳細構成
　次に、第１実施形態の適応制御装置１の詳細構成について、図１を参照して説明する。
ここで、第１実施形態の適応制御装置１は、残差目標値etargetnが予め記憶されている場
合であって、残差目標値etargetnには振幅目標値ａｅを含むが、位相目標値φｅを含まな
い場合である。
【００５５】
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　第１実施形態の適応制御装置１は、図１に示すように、適応信号発生部１１と、第１残
差検出部１２と、第１推定伝達関数算出部１３と、観測点目標値設定部１４と、第１フィ
ルタ係数更新部１５とから構成される。
【００５６】
　適応信号発生部１１は、振動発生源２から発生される周期性信号ｆの一次周波数成分の
角振動数ωに基づき、式（５１）に従って得られる適応信号ｙｎを第１伝達経路４中に発
生させる。ここで、適応信号ｙｎは、式（５１）より明らかなように、第１振幅フィルタ
係数ａ１ｎ及び第１位相フィルタ係数φ１ｎを構成成分に含む一次正弦波からなる。そし
て、第１振幅フィルタ係数ａ１ｎ及び第１位相フィルタ係数φ１ｎは、第１フィルタ係数
更新部１５により適応的に更新される。
【００５７】
【数１５】

【００５８】
　第１残差検出部１２は、第１観測点７における残差ｅ１ｎを検出する。残差ｅ１ｎは、
式（５２）に示すように、周期性信号ｆが第１伝達経路４を介して伝達される周期性信号
成分ｄ１に、適応伝達信号ｚ１ｎを加えることにより生じる信号である。ここで、適応伝
達信号ｚ１ｎは、適応信号ｙ１ｎが第１伝達特性Ｇ１を介して伝達された信号である。
【００５９】

【数１６】

【００６０】
　第１推定伝達関数算出部１３は、振動発生源２から発生される周期性信号ｆの一次周波
数成分の角振動数ωに基づき、第１伝達特性Ｇ１の伝達関数の推定値Ｇｈ１を算出する。
この第１伝達特性Ｇ１の伝達関数は、振幅成分と位相成分とが含まれている。つまり、第
１推定伝達関数算出部１３は、第１伝達特性Ｇ１の伝達関数の振幅成分の推定値Ａｈ１と
、位相成分の推定値Φｈ１とを算出する。例えば、第１推定伝達関数算出部１３は、予め
、角振動数ωに応じたそれぞれの推定値Ａｈ１、Φｈ１をマップなどとして記憶しておく
ようにしてもよい。この場合、実際に振動発生源２から発生された周期性信号ｆの角振動
数ωと、記憶されているマップデータとにより、それぞれの推定値Ａｈ１、Φｈ１を決定
する。
【００６１】
　観測点目標値設定部１４は、角振動数ωに基づき残差目標値etargetnを設定する。この
残差目標値etargetnは、第１観測点７における周期性の成分からなり、第１実施形態にお
いては、式（５３）のように示される。式（５３）に示すように、残差目標値etargetnは
、振幅目標値ａｅを含み、周期性信号ｆの位相と同位相となる。そして、振幅目標値ａｅ

は、角振動数ωに応じて異なるように設定されている。具体的には、振幅目標値ａｅは、
第２周期性信号ｆが第２伝達経路５を介して対象評価点３に伝達される振幅成分に応じて
決定している。すなわち、対象評価点３において、信号レベルが小さくなるように、且つ
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【００６２】
【数１７】

【００６３】
　第１フィルタ係数更新部１５は、角振動数ω、第１観測点７における残差ｅ１ｎ、第１
伝達関数推定値Ｇｈ１（Ａｈ１、Φｈ１）及び残差目標値etargetnに基づき、式（５４）
（５５）に従って、第１振幅フィルタ係数ａ１ｎ及び第１位相フィルタ係数φ１ｎを更新
する。そして、第１フィルタ係数更新部１５により更新された第１振幅フィルタ係数ａ１

ｎ及び第１位相フィルタ係数φ１ｎにより、適応信号発生部１１の適応信号ｙ１ｎの第１
振幅フィルタ係数ａ１ｎ及び第１位相フィルタ係数φ１ｎを更新する。
【００６４】
【数１８】

【００６５】
　ここで、上述した第１振幅フィルタ係数ａ１ｎ及び第１位相フィルタ係数φ１ｎの更新
式（５４）（５５）の決定方法について説明する。
【００６６】
　まず、評価関数Ｊを式（５６）のように、残差ｅ１ｎと残差目標値etargetnとの差の二
乗で定義する。また、残差ｅ１ｎは、式（５７）のように表すことができる。そして、最
小二乗法による勾配ベクトル▽ｎは、式（５８）に示すように表される。
【００６７】
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【数１９】

【００６８】
　そして、勾配ベクトル▽ｎの各成分に適切なステップサイズパラメータを乗じて第１フ
ィルタ係数ベクトルＷ１ｎ（ａ１ｎ、φ１ｎ）から減算したものが、式（５４）（５５）
の更新される第１振幅フィルタ係数ａ１ｎ及び第１位相フィルタ係数φ１ｎとなる。
【００６９】
　以上のように構成することで、第１観測点７における残差ｅ１ｎが残差目標値etargetn
に一致するように収束させることができる。そして、対象評価点３においては、周期性信
号ｆが第２伝達経路５を介して伝達された周期性信号成分ｄ２に残差ｅ１ｎが加えられた
信号が生じる。仮に、図２に示したように、周期性信号成分ｄ２と残差ｅ１ｎとが、振幅
が同一であって、位相が１８０度異なる場合には、対象評価点３における信号はゼロとな
る。
【００７０】
　（３）第１実施形態の第１変形態様
　上記第１実施形態においては、適応信号ｙ１ｎは、一次正弦波としたが、複数の次数成
分を含む周期性信号としてもよい。この場合の適応信号ｙ１ｎは、式（５９）にて表すこ
とができる。
【００７１】
【数２０】

【００７２】
　この場合、観測点目標値設定部１４において、残差目標値etargetnの振幅目標値ａｅを
角振動数ω及び次数ｋに応じて異なるように設定することができる。このように、特定の
次数成分を除去、若しくは、残すことにより、良好な音色の生成に効果を発揮する。
【００７３】
　（４）第１実施形態の第２変形態様
　また、上記第１実施形態において、第１フィルタ係数更新部１５における第１位相フィ
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ルタ係数φ１ｎの更新式（５５）を下記の式（６０）に置き換えてもよい。この更新式（
６０）は、上記第１実施形態における更新式（５５）の第１伝達特性Ｇ１の伝達関数の推
定値の振幅成分Ａｈ１及び第１振幅フィルタ係数ａ１ｎを消去した式である。
【００７４】
【数２１】

【００７５】
　このように、第１位相フィルタ係数φ１ｎの更新式（６０）を用いた場合には、更新式
（５５）を用いた場合に比べて、収束性はほとんど変わらない。そして、更新式（６０）
によれば、第１伝達特性Ｇ１の伝達関数の推定値の振幅成分Ａｈ１及び第１振幅フィルタ
係数ａ１ｎを演算処理する必要がないため、演算負荷を低減することができる。このこと
は、演算処理能力の低いマイクロコンピュータを用いることができ、結果として低コスト
化を図ることができる。
【００７６】
　（５）第２実施形態の適応制御装置１の詳細構成
　次に、第２実施形態の適応制御装置１の詳細構成について説明する。ここで、第２実施
形態の適応制御装置１は、残差目標値etargetnが予め記憶されている場合であって、残差
目標値etargetnには振幅目標値ａｅ及び位相目標値φｅを含む場合である。この第２実施
形態の適応制御装置１の構成は、上述した第１実施形態の適応制御装置１の構成と同一構
成からなる。ただし、観測点目標値設定部１４が異なる。以下、第１実施形態と異なる点
のみについて説明する。
【００７７】
　第２実施形態の観測点目標値設定部１４は、角振動数ωに基づき残差目標値etargetnを
設定する。この残差目標値etargetnは、第１観測点７における周期性の成分からなり、第
２実施形態においては、式（６１）のように示される。式（６１）に示すように、残差目
標値etargetnは、振幅目標値ａｅ及び位相目標値φｅを含み、周期性信号ｆの位相と異な
る位相とすることができる。そして、振幅目標値ａｅ及び位相目標値φｅは、それぞれ角
振動数ωに応じて異なるように設定されている。具体的には、振幅目標値ａｅ及び位相目
標値φｅは、第２周期性信号ｆが第２伝達経路５を介して対象評価点３に伝達される振幅
成分及び位相成分に応じて決定している。すなわち、対象評価点３において、信号レベル
が小さくなるように、且つ、周波数毎における信号レベルの山谷の差が小さくなるように
設定している。
【００７８】
【数２２】

【００７９】
　この残差目標値etargetnに基づいて、第１フィルタ係数更新部１５にて第１振幅フィル
タ係数ａ１ｎ及び第１位相フィルタ係数φ１ｎが更新される。そして、第１フィルタ係数
更新部１５により更新された第１振幅フィルタ係数ａ１ｎ及び第１位相フィルタ係数φ１

ｎにより、適応信号発生部１１の適応信号ｙｎの第１振幅フィルタ係数ａ１ｎ及び第１位
相フィルタ係数φ１ｎを更新する。
【００８０】
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　以上のように構成することで、第１観測点７における残差ｅ１ｎが残差目標値etargetn
に一致するように収束させることができる。そして、対象評価点３においては、周期性信
号ｆが第２伝達経路５を介して伝達された周期性信号成分ｄ２に残差ｅ１ｎが加えられた
信号が生じる。仮に、図３に示したように、第１伝達経路４を介して伝達された周期性信
号成分ｄ１の位相と第２伝達経路５を介して伝達された周期性信号成分ｄ２の位相とが異
なるような場合であっても、周期性信号成分ｄ２と残差ｅ１ｎとが、振幅が同一であって
、位相が１８０度異なるようにすることができる。従って、対象評価点３における信号は
ゼロとすることができる。
【００８１】
　なお、第２実施形態の適応制御装置１において、上述した第１実施形態の第１変形態様
及び第２変形態様に記載の事項について、同様に適用することができる。
【００８２】
　（６）第３実施形態の適応制御装置１００の詳細構成
　次に、第３実施形態の適応制御装置１００の詳細構成について、図４を参照して説明す
る。ここで、第３実施形態の適応制御装置１００は、残差目標値etargetnが適応的に設定
される場合であって、残差目標値etargetnには振幅目標値ａｅを含むが、位相目標値φｅ

を含まない場合である。
【００８３】
　図４は、第３実施形態及び後述する第４実施形態の適応制御装置１００のブロック図を
示す。第３実施形態の適応制御装置１００において、上述した第１実施形態の適応制御装
置１と同一構成については同一符号を付して詳細な説明を省略する。つまり、第３実施形
態の適応制御装置１００は、第１実施形態の適応制御装置１に対して、観測点目標値設定
部１１０のみが相違する。以下、観測点目標値設定部１１０のみについて説明する。
【００８４】
　観測点目標値設定部１１０は、残差目標値etargetnを適応的に設定する。この観測点目
標値設定部１１０は、仮想適応信号発生部１１１と、振動検出部１１２と、仮想残差検出
部１１３と、仮想伝達関数推定部１１４と、第２フィルタ係数更新部１１５と、更新目標
値設定部１１６とから構成される。
【００８５】
　仮想適応信号発生部１１１は、振動発生源２から発生される周期性信号ｆの一次周波数
成分の角振動数ωに基づき、式（６２）に従って得られる仮想適応信号ｙ２ｎを第２伝達
経路５中に仮想的に発生させる。ここで、仮想適応信号ｙ２ｎは、式（６２）から明らか
なように、第２振幅フィルタ係数ａ２ｎ及び第２位相フィルタ係数φ２ｎを構成成分に含
む一次正弦波からなる。そして、第２振幅フィルタ係数ａ２ｎ及び第２位相フィルタ係数
φ２ｎは、第２フィルタ係数更新部１１５により適応的に更新される。
【００８６】
【数２３】

【００８７】
　振動検出部１１２は、第２伝達経路５中の第２観測点８において周期性信号ｆに基づき
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生じる第２観測点振動ｄ２を検出する。この第２観測点振動ｄ２は、周期性信号ｆが第２
伝達特性Ｇ２を介して伝達された振動である。
【００８８】
　仮想残差検出部１１３は、仮想観測点９における仮想残差ｅ２ｎを検出（算出）する。
この仮想残差ｅ２ｎは、式（６３）に示すように、周期性信号ｆが第２伝達経路５を介し
て伝達される第２観測点振動ｄ２に、仮想適応信号ｙ２ｎが仮想伝達特性Ｇ２を介して仮
想的に加えることにより生じる信号である。つまり、仮想残差検出部１１３は、仮想適応
信号ｙ２ｎ及び第２観測点振動ｄ２に基づき、仮想残差ｅ２ｎを検出する。
【００８９】
【数２４】

【００９０】
　仮想伝達関数推定部１１４は、振動発生源２から発生される周期性信号ｆの一次周波数
成分の角振動数ωに基づき、仮想伝達特性Ｇ２の伝達関数の推定値Ｇｈ２を算出する。こ
の仮想伝達特性Ｇ２の伝達関数は、振幅成分と位相成分とが含まれている。つまり、仮想
伝達関数推定部１１４は、仮想伝達特性Ｇ２の伝達関数の振幅成分の推定値Ａｈ２と、位
相成分の推定値Φｈ２とを算出する。例えば、仮想伝達関数推定部１１４は、予め、角振
動数ωに応じたそれぞれの推定値Ａｈ２、Φｈ２をマップなどとして記憶しておくように
してもよい。この場合、実際に振動発生源２から発生された周期性信号ｆの角振動数ωと
、記憶されているマップデータとにより、それぞれの推定値Ａｈ２、Φｈ２を決定する。
【００９１】
　第２フィルタ係数更新部１１５は、角振動数ω、仮想残差ｅ２ｎ及び仮想伝達関数推定
値Ｇｈ２（Ａｈ２、Φｈ２）に基づき、式（６４）（６５）に従って、第２振幅フィルタ
係数ａ２ｎ及び第２位相フィルタ係数φ２ｎを更新する。そして、第２フィルタ係数更新
部１１５により更新された第２振幅フィルタ係数ａ２ｎ及び第２位相フィルタ係数φ２ｎ

により、仮想適応信号発生部１１１の適応信号ｙ２ｎの第２振幅フィルタ係数ａ２ｎ及び
第２位相フィルタ係数φ２ｎを更新する。
【００９２】

【数２５】

【００９３】
　ここで、上述した第２振幅フィルタ係数ａ２ｎ及び第１位相フィルタ係数φ２ｎの更新
式（６４）（６５）の決定方法、第１実施形態における第１振幅フィルタ係数ａ１ｎ及び
第１位相フィルタ係数φ１ｎの更新式（５４）（５５）の決定方法と実質的に同一である
。
【００９４】
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　更新目標値設定部１１６は、第２フィルタ係数更新部１１５により更新された第２振幅
フィルタ係数ａ２ｎを式（６６）に従って振幅目標値ａｅに設定する。さらに、更新目標
値設定部１１６は、更新設定された振幅目標値ａｅを含む残差目標値etargetnを式（６７
）に従って設定する。そして、設定された残差目標値etargetnに従って、第１フィルタ係
数更新部１５の残差目標値etargetnが更新される。
【００９５】
【数２６】

【００９６】
　以上のように構成することで、第１観測点７における残差ｅ１ｎが残差目標値etargetn
に一致するように収束させることができる。そして、残差目標値etargetnは、第２観測点
振動に適応的に一致するようにしている。従って、対象評価点３においては、周期性信号
ｆが第２伝達経路５を介して伝達された周期性信号成分ｄ２に残差ｅ１ｎが加えられた信
号は、ゼロとなる。
【００９７】
　（７）第３実施形態の第１変形態様
　また、上記第３実施形態において、第２フィルタ係数更新部１１５における第２位相フ
ィルタ係数φ２ｎの更新式（６５）を下記の式（６８）に置き換えてもよい。この更新式
（６８）は、上記第３実施形態における更新式（６５）の仮想伝達特性の伝達関数の推定
値の振幅成分Ａｈ２及び第２振幅フィルタ係数ａ２ｎを消去した式である。
【００９８】

【数２７】

【００９９】
　このように、第２位相フィルタ係数φ２ｎの更新式（６８）を用いた場合には、更新式
（６５）を用いた場合に比べて、収束性はほとんど変わらない。そして、更新式（６８）
によれば、仮想伝達特性Ｇ２の伝達関数の推定値の振幅成分Ａｈ２及び第２振幅フィルタ
係数ａ２ｎを演算処理する必要がないため、演算負荷を低減することができる。このこと
は、演算処理能力の低いマイクロコンピュータを用いることができ、結果として低コスト
化を図ることができる。
【０１００】
　（８）第４実施形態の適応制御装置１００の詳細構成
　次に、第４実施形態の適応制御装置１００の詳細構成について説明する。ここで、第４
実施形態の適応制御装置１００は、残差目標値etargetnが適応的に設定される場合であっ
て、残差目標値etargetnには振幅目標値ａｅ及び位相目標値φｅを含む場合である。この
第４実施形態の適応制御装置１００の構成は、上述した第３実施形態の適応制御装置１０
０の構成と同一構成からなる。ただし、更新目標値設定部１１６が異なる。以下、第３実
施形態と異なる点のみについて説明する。
【０１０１】
　第４実施形態の更新目標値設定部１１６は、第２フィルタ係数更新部１１５により更新
された第２振幅フィルタ係数ａ２ｎ及び第２位相フィルタ係数φ２ｎを式（６９）（７０
）に従って振幅目標値ａｅ及び位相目標値φｅに設定する。さらに、更新目標値設定部１
１６は、更新設定された振幅目標値ａｅ及び位相目標値φｅを含む残差目標値etargetnを
式（７１）に従って設定する。そして、設定された残差目標値etargetnに従って、第１フ
ィルタ係数更新部１５の残差目標値etargetnが更新される。
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【数２８】

【０１０３】
　以上のように構成することで、第１観測点７における残差ｅ１ｎが残差目標値etargetn
に一致するように収束させることができる。そして、残差目標値etargetnは、第２観測点
振動に適応的に一致するようにしている。従って、仮に、図３に示したように、第１伝達
経路４を介して伝達された周期性信号成分ｄ１の位相と第２伝達経路５を介して伝達され
た周期性信号成分ｄ２の位相とが異なるような場合であっても、対象評価点３においては
、周期性信号ｆが第２伝達経路５を介して伝達された周期性信号成分ｄ２に残差ｅ１ｎが
加えられた信号は、ゼロとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】第１実施形態及び第２実施形態の周期性信号の適応制御装置１のブロック図を示
す。
【図２】位相目標値を設定していない場合について説明する図である。
【図３】位相目標値を設定した場合について説明する図である。
【図４】第３実施形態及び第４実施形態の周期性信号の適応制御装置１００のブロック図
を示す。
【符号の説明】
【０１０５】
１、１００：周期性信号の適応制御装置、
３：対象評価点、　７：第１観測点、　８：第２観測点、　９：仮想観測点
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